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新 年 の ご あ い さ つ

新年明けましておめでとうございます。新春を迎え、謹んで会員の皆様
をはじめ、ご家族の皆様に心よりお慶びを申し上げます。あわせて旧年中
の法人会活動への多大なるご尽力に対しましても厚くお礼を申し上げます。

さて、私ども川崎南法人会は「よき経営者を目指す者の団体」として会
員企業のニーズや時代にあった各種セミナーの開催、会報誌を通じて企業
経営に求められる知識や情報の提供を行っております。昨年１０月より導

入されたインボイス制度や電子帳簿保存法についての説明会を開催致しました。また全法連にて毎年、
取りまとめている税制改正に関する提言書を川崎北法人会・川崎西法人会と共に川崎市、川崎市議会、
国会議員に対して提出し、実現に向けての要望を行ってまいりました。財政健全化の実現、経済成
長を阻害しない社会保険制度の確立、中小企業に対する実効性のある支援、本格的な事業承継税制
の創設が令和６年度税制改正のスローガンとなっています。法人会は、税のあるべき姿や将来像を
見据えて建設的な提言を引き続き行ってまいります。

ここで川崎南法人会のその他の活動についてご報告させて頂きます。次代を担う子供たちが、税
の重要性を正しく理解し関心を持つためのプログラムとして女性部会、青年部会が地元小学校を訪
問し、「租税教室」を開催致しました。地域に密着した社会貢献活動として４年ぶりとなる「米海軍
第 7 艦隊音楽隊コンサート」では、1,640 名の市民の皆様にご参加を頂きました。１１月には「税を
考える週間」行事の一環として、川崎南税務署 田中健二署長による「私と国税」と題した楽しい講
演をして頂きました。

私ども川崎南法人会は引き続き社会に貢献する組織であり続けたいとの思いをもって、税を中心
とした地域に密着した活動を展開してまいります。

結びに当たりまして、新しい年が明るく、輝かしい年となることを切望すると共に、会員の皆様
方の事業のますますの繁栄を心から祈念致しまして、新年の挨拶とさせて頂きます。

公益社団法人　川崎南法人会　会長　公益社団法人　川崎南法人会　会長　鈴　木　愼二郎鈴　木　愼二郎
新年のご挨拶新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
令和６年の年頭に当たり、謹んでお祝い申し上げます。
鈴木会長をはじめ公益社団法人川崎南法人会の皆様方には、税務行政全

般の円滑な運営に対しまして、多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。

貴会におかれましては、正しい税知識の普及や納税道義の高揚に大きく
貢献いただいている一方で、昨年は４年ぶりに米海軍第７艦隊音楽隊コンサートを開催するなど、
社会貢献活動にも大変熱心に取り組まれておられますことに、深く敬意を表します。

さて、まもなく令和５年分の確定申告の時期を迎えます。
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指して、e-Tax やオンライ

ンによる各種サービスの充実を図るなど、「納税者の利便性の向上」に取り組んでおります。会員の
皆様をはじめ、従業員の皆様も確定申告を行う際には、①スマートフォンやタブレット端末による
e-Tax、②ダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」を是非ご利用いただければと存じます。

また、昨年 10 月から消費税のインボイス制度が開始されましたが、引き続き、納税者に寄り添っ
た丁寧な対応に努めてまいります。そのほか、本年１月よりは電子取引データの電磁的保存に本格
的にご対応いただくこととなりますが、事業者の事情に配慮した猶予措置も含めた丁寧な説明を行
うなど周知・広報に努めてまいりますので、貴会におかれましても引き続きご理解とご協力を賜り
ますよう重ねてお願い申し上げます。

結びに当たりまして、本年が公益社団法人川崎南法人会の皆様方にとりまして、幸多き年となり
ますよう心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

川崎南税務署長　川崎南税務署長　田　中　健　二田　中　健　二
新年のご挨拶新年のご挨拶



3

令 和 ５ 年 度 納 税 表 彰 式

当会前会長の梶川修司氏
は公益社団法人川崎南法人
会の活動に尽力されたご功
績により、令和 5 年 11 月 13
日（月）皇居にて旭日双光章
授章式が行われ授与されま
した。

11 月 8 日（水）浜離宮朝日
ホールに於いて、川崎南法
人会鈴木会長が多年にわた
り租税教育の推進を通じて、
常に率先して申告納税制度
の普及発展及び税知識の普
及に努められ東京国税局長
表彰を受彰されました。梶川　修司
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川崎南税務署長表彰　受彰者

神奈川県知事納税功労表彰

川崎南税務署長感謝状　受彰者

11 月 17 日 ( 金 ) 川崎市産業振興会館に於いて、川崎南税務署管内の令和５年度納税表彰式が開
催されました。日頃から法人会活動に積極的に参加され税務行政に協力、納税道義の高揚と税務
知識の普及に功績のあった方々に対して、署長表彰並びに感謝状が贈られました。

11 月 1 日 ( 水 ) 神奈川県庁に
て神奈川県知事納税功労表彰式
が行われ川崎南法人会の柏倉理
事が受彰されました。

梶川　修司　前会長
旭日双光章　受章

鈴木　愼二郎　会長
東京国税局長表彰　受彰

令和５年度 納税表彰式令和５年度 納税表彰式
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ
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生 前 贈 与 に つ い て

Ｑ❶ 　贈与にはどのようなものがあるのですか。

　贈与とは、一方の当事者が財産を無償で相手方に与える旨の意思表示をし、相手方が受諾する旨の意思表示
をすることにより成立する契約です（民法５４９条）。

　贈与の種類として、①単純贈与（当事者双方の意思表示のみにより成立する贈与。）、②定期贈与（贈与者から受贈者に対し、
定期的に財産等を給付することを目的とした贈与。なお、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失う。民法５５２条）、
③負担付贈与（贈与時又は贈与時から一定期間、受贈者から贈与者又は第三者に対し、一定の給付をさせることを義務と
して負担させる贈与。民法５５３条）があります。
　また、効力の発生時期に着目して，④死因贈与（贈与者が生前に契約をし、贈与者が死亡したときに、その効力が発生
する贈与。民法５５４条）、⑤生前贈与（贈与者の生存中に効力が発生する贈与）に分類できます。
　贈与の方法として、書面による贈与（贈与契約書の締結）と書面によらない贈与（口約束）があります。いずれの方法
でも有効です。書面による贈与は、相手方の承諾がなければ取消すことができません。他方、書面によらない贈与は、ど
ちらからでも一方的に取消すことができますが、原則として、引渡しや登記など財産の移転がすでに終わっているときは
取消すことができません（民法５５０条）。

Ｑ❷ 　それでは、親が子どもに財産を生前贈与した後、親はその生前贈与を取り消して、財産を取り戻すことが
できるのでしょうか。

　財産を生前贈与で引渡しや移転登記をしてしまった以上、贈与契約を取り消すことは困難なように思われます（民
法５５０条）。しかし、裁判例には、受贈者の背信行為や忘恩行為を理由に贈与の効力を否定するものがあります。

　例えば、①贈与者の老後の面倒をみさせる等のためにした贈与が、受贈者において、老齢に達した贈与者を扶養し、円
満な養親子関係を維持し、その恩恵に背かないことを義務とする負担付贈与と解したうえ、受贈者である子の負担たる義
務の不履行を理由にした負担付贈与契約の解除を認めたものがあります（最高裁昭和５２年２月１７日判決参照）。
　また、②養親が土地を養女に贈与したところ、養親と養女が一度も同居しないままに、情誼関係が養親の責めに帰すべ
き事由によらないで破綻消滅した場合で、その土地を養親が自らの労力と費用で埋立てたものであり、養親の生活の基盤
として使用されているなどの事情を考慮すれば、土地の贈与の効力を存続せしめることは信義衡平の原則上相当ではない
から、養親の養女に対する土地の返還請求を認めたものがあります（昭和４６年１１月１２日新潟地方裁判所判決参照）。
　さらに、③父親から娘の夫に対する贈与について、その贈与が情誼に基づきなされたにもかかわらず、情誼関係が贈与
者の責めに帰すべき事由によらずして破綻し、贈与の効果をそのまま維持存続させることが信義則上不当と認められる場
合には、父親は贈与の撤回ができると解したものがあります（平成元年４月２０日大阪地方裁判所判決参照）。
　以上の裁判例からすると、設例において、子どもが親に対して、背信行為や忘恩行為などをしてしまい、親子の情誼関
係を破綻させたような場合であれば、贈与の取消しの主張は難しくても、負担付贈与契約と解して義務の不履行による解
除を主張することや贈与の撤回権の行使の主張により、親は贈与した財産を取り戻せる余地もあろうかと思われます。

Ａ❶

Ａ❷

弁護士　渡　部　英　明

親が子どもに財産を生前贈与した後、子ども
が親に対して、忘恩行為や背信行為をしたため、
親は生前贈与を取り消したいという相談はよく
あります。

一度、親がした生前贈与を取り消すことができるものなのか、あるいは、贈与の
取り消しはできなくとも、何か取り戻す方法はないのかという問題について、贈与
の種類や過去の裁判例などを踏まえながら、検討していきましょう。
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川 崎 ブ レ イ ブ サ ン ダ ー ス

川崎ブレイブサンダースは1950年にバス
ケットボール同好会「東芝小向」として創部
され、70 年超にわたり川崎市をホームタウ
ンとして活動しているB.LEAGUE所属のプ
ロバスケットボールクラブです。2018年に
DeNAが東芝からクラブを承継し、創部以来
4回のリーグ優勝、天皇杯ではクラブ史上初
2021年・2022年の連覇（5回目の優勝）を
達成しました。

10月に開幕した2023-24シーズンは「All-
In この場所 この瞬間に すべてを懸ける」(英
語読み：オールイン)をスローガンに掲げて
戦います。「自らが持っているものをすべて
投じる」という意味の英語表現をベースに、
勝利のためにすべてを投じることができるチー
ムでありたいというヘッドコーチや選手たち
の思い、覚悟が表現されています。

大黒柱 ファジーカス選手が 
今季限りで引退

2012年の来日以来、12シーズンにわたっ
て川崎ブレイブサンダースで選手として活動
を続けてきたニック・ファジーカス選手が
2023-24シーズンをもって現役を引退する
ことになりました。川崎ブレイブサンダース
ではクラブへの多大なる貢献、日本バスケ界
に与えた影響に最大限の敬意を払い、2023-
24シーズンを「NICK THE LAST」（英語読
み：ニック・ザ・ラスト）と銘打ち、最後ま
でチーム一丸となって駆け抜けてまいります。

キャプテンには篠山選手、 
副キャプテンには3選手が就任

キャプテンには通算で9シーズン目の就任
となる篠山竜青選手、副キャプテンを納見悠
仁選手、藤井祐眞選手、長谷川技選手が務め
ます。クラブにとってかけがえのない大切な
今シーズンを戦い抜くにあたり、ファジーカ
ス選手と長くプレーする篠山選手、藤井選手、
長谷川選手がキャプテン、副キャプテンとし
てチームを率います。

また、次世代を担う新たなリーダーとして
の活躍を期待し、加入2シーズン目の納見選
手も副キャプテンに加わることになりました。

グルメや演出など様々な仕掛けで 
ライブエンタメとしても 
バスケットボールの観戦が楽しめる

川崎市とどろきアリーナをホームアリーナ
とし、年間で30試合をホームゲームとして
開催しています。炎/花火/照明/レーザーを
使った華やかな演出で、非日常の空間と、試
合に向けた高揚感を作ります。試合中は細や

プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ 
川
崎
ブ
レ
イ
ブ
サ
ン
ダ
ー
ス

悲
願
の
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ー
グ
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覇
に
向
け
て
全
力
で
戦
っ
て
い
ま
す
！

篠山 竜青  PG
Ryusei Shinoyama77

納見 悠仁  PG/SG
Yuto Nohmi2121

藤井 祐眞  PG/SG
Yuma Fujii66

長谷川 技  SF
Takumi Hasegawa3333
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川 崎 ブ レ イ ブ サ ン ダ ー ス

かなルール解説やリプレー映像などで、はじめて来場され
た方も安心して観戦できる環境を整えています。

また、会場内外には多種多様なグルメをご用意しており
ます。毎試合、アリーナの前には10台のキッチンカーが
並び、温かい食事や対戦相手のご当地グルメなどを販売し、
オリジナルのクラフトビールや観戦中にも食べやすい軽食、
お食事からスイーツまでバラエティ豊かなグルメを楽しん
でいただけます。

【会場情報】
川崎市とどろきアリーナ
住所：〒211-0052 川崎市中原区等々力1-3
交通：武蔵小杉駅（JR 南武線・横須賀線、東急東横線、

目黒線）からバス
 武蔵中原駅（JR南武線）からバスまたは徒歩15分
 東急田園都市線 溝の口駅、JR南武線 武蔵溝ノ口駅

からバス　　

毎週金曜に新着動画を公開！
公式YouTubeチャンネルでも川崎ブレイブサンダースの
魅力を発信中

川崎ブレイブサンダースの公式YouTubeチャンネルは
Bリーグ・Jリーグを通じた全クラブで初めて登録数10万
人を突破し、現在では登録者数15.5万人を超えています。

（23年12月時点）再生回数100万回を超える「神回」動
画や人気動画クリエイターとのコラボ、選手直伝のスキル
レッスンなど、様々な企画を通じて
クラブの枠を超え、多くの「バスケッ
トボールファン」に楽しまれています。

川崎ブレイブサンダースの選手の
キャラクターをもっと知りたい、と
いう方はぜひ公式YouTubeチャンネ
ルもご覧ください。 ©KBT

※ 試合日程やクラブ
の最新情報はクラ
ブ公式 WEB サイ
トをご覧ください

2024年1月以降のホームゲームスケジュール
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活 動 報 告

会場：川崎日航ホテル
テーマ：「夢に向かって走るんだにゃー」
講師：お笑い芸人・マラソンランナー
　　　　猫　ひろし　氏

会場：やまぎん県民ホール

場所：箱根方面

青年部会　講師研修会青年部会　講師研修会�� 11月30日

全国青年の集い山形大会全国青年の集い山形大会
�� 11月9日～10日

女性部会　１泊研修旅行女性部会　１泊研修旅行
�� 10月29日～30日

青年部会　活動報告

女性部会　活動報告

会場：ミューザ川崎　　テーマ：「私と国税」　　
講師：川崎南税務署　田中　健二　署長
　国税庁が毎年11月に国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、
税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として行っている広報・
広聴週間です。今年度は田中署長に講演して頂きました。

場所：筑波山と関東リサイクル工場

場所：韓国ソウル

場所：猿島と横須賀・三浦

税を考える週間協賛行事税を考える週間協賛行事
川崎南税務署　田中署長による講演会�川崎南税務署　田中署長による講演会� 11月9日

幸区民祭・さわさき市民祭りに参加幸区民祭・さわさき市民祭りに参加

かわさき市民祭り�かわさき市民祭り� 11月3日幸区民祭�幸区民祭� 10月21日

源泉部会　源泉部会　
　日帰りバス研修旅行　日帰りバス研修旅行
�� 10月18日

海外研修旅行海外研修旅行
�� 10月8日~10日

日帰りバス研修旅行日帰りバス研修旅行
�� 11月15日
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新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー

川崎南法人会からのお知らせです
法人会では、税務協力団体としての役目を果たすべく、
各種情報発信を行っております。
会員企業のみなさまには、今後も継続して有益な税に
関する情報を直接お届けする活動を行ってまいります。
右の冊子につきまして、必要な会員企業さまに無償で
ご提供いたします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局までFAXを頂くか、メー
ルにて会社名、ご担当者さま、ご住所、連絡先、必要冊
子名及び部数をお知らせください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　E メール info@km-hojinkai.or.jp

●住所　〒210-0837　神奈川県川崎市川崎区渡田４-３-12森重助産院１階
●TEL　044－201－6585 ●FAX　044－201－6586
●URL　https://ｍorishige-visiting-nursing-station.studio.site/
●事業内容　訪問看護 ●事業所番号　1465090352

元地域包括支援センター保健師が経営する森重訪問看護ステーションは
ユーモア×笑顔＝看護で皆様の「自分らしい」を支え続けます

いちばん身近な医療従事者でありあなたのかかりつけ訪問看護ステーションです

24時間 365日対応
土・日・祝
定期訪問可能

産前・産後から
終末期看取りまで
精神科看護・眼科看護

森重助産院と連携

株式会社ＰＯＭ
森重訪問看護ステーション

代表取締役　杜　英俊

(公財)全国法人会総連合主催の全国大会に全国から
約1400名の各会代表が参加され開催されました。大
会に先立ち、第一部では日本通信株式会社　代表取締
役社長の福田尚久氏による「好機到来」をテーマに記
念講演会が行われ、第二部の式典では、令和6年度の
税制改正に関する提言の披露や大会宣言、租税教育活
動の事例発表等が行われました。

第39回　法人会全国大会・群馬大会（会場：高崎芸術劇場）�第39回　法人会全国大会・群馬大会（会場：高崎芸術劇場）� 10月18日
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が ん の 放 射 線 治 療

放射線治療による副作用
副作用は、基本的には放射線を照射した部位に限られます。放射線治療の副作用は主に、
治療を行っている期間に見られる「急性期」の副作用と、治療後、半年から１年後に起こる

「晩発」の副作用があります。

・ 「急性期」の副作用 :   皮膚のかゆみや粘膜の痛み、下痢など
・「晩発」の副作用     :   肺炎、血便など

軽度の倦怠感を感じる方もいますが、照射をしていない部位には原則出ません。近年では
コンピュータや照射機器の進化により、周囲の正常な臓器の線量を下げ
て病巣に多くの放射線を当てることができるようになってきているため、
以前に比べると副作用も少なくなっています。

A

「放射線療法」とは？
がんの 3 大療法として「手術療法」「薬物療法」「放射線療法」の 3 つが挙げられます。
抗がん剤などの薬物療法が体全体への全身療法であるのに対して、放射線療法は手術と同様
に、がんのできている部位とその周辺に対して行われる治療（局所療法）となります。
また、手術はがんとその周囲の臓器を摘出しますが、放射線療法は臓器の形態と機能を温存
することができます。放射線の量を小分けにして何回も照射することで、正常な細胞にあま
り影響を与えず、がん細胞を死滅させることができるためです。
そのため、体への負担が比較的少なく、高齢な方でも治療可能
です。
また、以下のような目的で照射することがあります。

 ・術前照射   ：術前にがんを小さくして手術をしやすくし、
                               一部の機能を温存する
 ・術後照射    ：術後の再発リスクを下げる
 ・緩和照射     ：がんによる様々な症状を和らげる
 ・再発時照射：がんの発生場所が限られている場合、治癒を目指せる可能性がある

背中や腰の痛み、
骨粗しょう症による骨折が原因？
背中や腰の痛み、
骨粗しょう症による骨折が原因？骨粗しょう症による骨折が原因？骨粗しょう症による骨折が原因？骨粗しょう症による骨折が原因？
ご存じですか？ご存じですか？
がんの放射線治療がんの放射線治療
ご存じですか？ご存じですか？
がんの放射線治療がんの放射線治療

放射線治療はがんの種類や状態によって、治療適応となるかどうかの
判断が必要です。まずはかかりつけの先生にご相談ください。

受診予約 ☎ 044-544-4611
※担当に、「放射線治療センター」につなぐようお申し付けください。

加藤医師による
『 放射線治療の話』

解説動画を公開中

加藤　大基（かとう　だいき）　医師

川崎幸病院
放射線治療センター長 /放射線治療科部長

代表的な症状　

川崎幸病院での放射線治療は、予約制となっております。他医療機関からの紹介による受診、

セカンドオピニオンを希望される方は、下記連絡先にお電話でお問い合わせ下さい。
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新入会員のご紹介・主要事業予定

１５日（木）
⚫決算法人説明会
講師：川崎南税務署担当官　他
会場：川崎市産業振興会館
時間：13:30～16:30

１６日（金）
⚫健康セミナー
講師：気象予報士　古市　信道　氏
会場：教育文化会館
時間：15:30～

１９日（月）
⚫源泉部会　研修会
テーマ：退職所得の源泉徴収事務
講師：川崎南税務署担当官
会場：川崎市産業振興会館・オンライン
時間：14:00～16:00

川崎南法人会　主要事業予定

令和6年１月
１０日（水）
⚫第５回　広報委員会
会場：宜候(ようそろ)
時間：16:30～17:30

１６日（火）
⚫新年賀詞交換会
会場：川崎日航ホテル
時間：17:30～　

１８日（木）
⚫決算法人説明会
講師：川崎南税務署担当官　他
会場：川崎市産業振興会館
時間：13:30～16:30

１９日（金）
⚫新設法人説明会
講師：川崎南税務署担当官　他
会場：川崎市産業振興会館
時間：13:30～16:15

２６日（金）
⚫源泉部会　研修会

テーマ：給与計算に必要な基礎知識
講師：社会保険労務士　志田　淳　氏
会場：川崎市産業振興会館・オンライン
時間：14:00～16:00

３０日（火）
⚫青年部会　新年賀詞交歓会

会場：川崎市産業振興会館
時間：17:30～

２月
６日（火）
⚫女性部会　新年会

会場：SALVATORE CUOMO
時間：17:00～

１４日（水）
⚫救急救命講習会

会場：カルッツかわさき
時間：13:00～16:00

 新入会員のご紹介 （令和5年10月1日～令和5年11月30日）

支部名 法人名 代表者 所在地 業種 紹介者
南３ ㈱ 連 成 連 川 良 次 桜本2-2-17-103 リフォーム工事業 ＡＩ Ｇ 損 害 保 険 ㈱
東２ ㈱ 小 畠 工 業 小 畠 　 洋 大師本町5-12 清掃業 菊 三 建 設 ㈱

幸４ ㈱ Ｋ ス タ ジ オ 東 京 山 内 勝 哉 北加瀬2-13-1-2F インテリア資材販売及び
営業代行業務他 事 務 局

東３ ㈲ 昇 栄 興 業 大 槻 栄 治 夜光2-2-1 建設業 ＡＩ Ｇ 損 害 保 険 ㈱
中央 豊 裕 通 商 ㈱ 高　谷　千恵子 駅前本町11-2 卸売、貿易 大 同 生 命 保 険 ㈱
東３ ㈱ 白 川 工 業 大 場 良 晴 殿町1-13-23 金属加工業 大 同 生 命 保 険 ㈱
南１ ㈱ Ｐ Ｏ Ｍ 杜 　 英 俊 渡田4-3-12-1F 訪問看護ステーション 事 務 局
東１ ㈲ エ イ チ テ ィ ム 畑 山 隆 則 中島2-9-6-1F 物品賃貸業 菊 三 建 設 ㈱

中央 ㈲ 協 和 エ ン ジ ニ ア サ ー ビ ス 内 田 信 也 日進町7-1-2F 石油プラントの
諸機械等の修理他 ＡＩ Ｇ 損 害 保 険 ㈱

東１ ㈲ サ イ ク ラ ン ド カ ゴ ヤ 籠 谷 信 義 藤崎4-17-19 自転車販売 菊 三 建 設 ㈱
中央 (税)ＬＲパートナーズ川崎事務所 山 下 功 起 宮前町11-6 税理士業務 事 務 局
東１ エ ー ビ ー シ ー デ ン タ ル ラ ボ 中 根 建 之 伊勢町6-13-2 歯科技工業 ティーケーユーサービス㈱

幸１ S A L T O  C o n s u l t i n g ㈱ 山 川 卓 矢 都町14-2-504 Webメディア事業、
各種コンサルティング事業 (税)原・山崎会計事務所

● 税 務 無 料 相 談 ●
相 談 日

１月の相談日／９日㈫
２月の相談日／６日㈫、13日㈫
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

場 所
公益社団法人 川崎南法人会事務局☎044-276-8731

川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

● 法 律 無 料 相 談 ●
相 談 日

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

場 所
横浜綜合法律事務所（☎044-276-8731）

横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

午後１時～３時





令和６年　法人会春の生活習慣病健診の日程が決まりました。

健診日：令和６年３月15日㈮・21日㈭２日間（受付時間9：30～11：00）
場　所：川崎市産業振興会館　幸区堀川町66－20

※詳細は後日、会員様に郵送してご案内いたします。まだ法人会の生活習慣病健診をお受けになられていない方はこの機会に是非どうぞ。

生活習慣病健診のお知らせ…
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総総合合賠賠償償責責任任共共済済 休休業業補補償償共共済済

神神奈奈川川県県火火災災共共済済ののごご案案内内

公益社団法人 川崎南法人会 会会員員のの皆皆様様へへ
1.地域限定(神奈川県)、組合員のための共済制度につき、安心してご利用いただけます。
2.相互扶助の共済制度につき、利益（剰余金）を計上した場合、組合員に配当として還元します。
3.共済独自の割安な掛金と共済期間(１年契約～⾧期10年契約)設定で経費の節約にお役立ていただけます。

下記の事故が起こった場合に損害共済金をお支払いします。
※詳しい内容はパンフレット、重要事項説明書等でご確認ください。総総合合火火災災共共済済 新新総総合合火火災災共共済済

火災･落雷･爆発 風災･雹災･雪災
（20万円以上の損害）

水濡れ*3 盗難･騒擾 物体の飛来等 破損･汚損*4

店店舗舗・・事事務務所所・・工工場場のの建建物物・・什什器器・・商商品品かからら住住宅宅のの建建物物・・家家財財ままででワワイイドドににおお引引受受けけ

*1 普通火災共済では、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災による損害を補償します。
*2 床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30％以上の場合をいいます。
*3 給排水設備に生じた事故による水濡れ、または他の戸室で生じた事故による水濡れをいいます。
*4 破損・汚損は特約となります。（共済始期から１年間ごとに１００万円を共済金の上限とします。）プラス

費費 用用 共共 済済 金金

施 設 賠 償
生産物賠償

借家人賠償 休 業 補 償個 人 賠 償

●事業用施設の所有・使用・管理上の
不備または業務遂行に起因した第三者へ
の法律上の損害賠償責任を補償
●製造、販売した製品・商品または業務
遂行の結果に起因した第三者への法律
上の損害賠償責任を補償

●住宅の管理上に係わる事故
による賠償責任を補償
●日常生活上で生ずる事故
による賠償責任を補償

●店舗や工場など事業用施設が火災落雷・破裂
爆発・風ひょう雪災・物体の飛来衝突・漏水・騒
じょう・盗難被害により休業した際、粗利益を共済
金額限度に補償（共済金額の設定は日額1万
円から50万円まで1万円単位、補償期間は90日
または180日限度）

総合火災共済 普通火災共済＊1 新総合火災共済

水災*2

●施設が賃借の場合、賃借施設の貸
主に対する賠償責任を補償（火災・
破裂・爆発・給排水設備の事故による
水濡れ事故により賃借施設に損害を
与えた場合、戸室の原状復帰に係わる
費用の賠償責任）

共済は補償重点です。事故が起きた際、損害共済金の他にもさまざまな費用をお支払します。

臨 時 費 用

損害共済金の30％を臨時の
費用としてお支払します
●住宅物件は100万円限度
●普通物件は500万円限度
●工場物件は500万円限度

残存物取片づけ費用

後片付けの費用を実費にてお支払
します
●損害共済金の１０％限度

失火見舞費用

自らの責任による火災・破裂爆
発の事故で他人の所有物に損害
を与えたとき被災世帯数×２０万
円お支払します
●共済金額の２０％限度

損 害 防 止 費 用

火災・落雷・破裂爆発の事故で損
害の防止・軽減のために支出した
費用をお支払します

修理付帯費用

火災・落雷・破裂爆発の事故による
損害の復旧（居住部分は対象になりま
せん）にあたり支出した費用をお支払
します
●普通物件は１０００万円限度
●工場物件は５０００万円限度
（共済金額の３０％限度）

地 震 火 災 費 用

地震・津波・噴火を原因とした火災
事故で建物が半焼以上の損害が生じ
たとき（家財のみの損害は８０％以
上）共済金額の５％お支払します
●住宅物件は３００万円限度
●普通物件は３００万円限度
●工場物件は２０００万円限度

神奈川県火災共済協同組合
〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33-2
電話0120-625-618 FAX0120-911-258


